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新型コロナワクチン　３回目接種 問い合わせ　保健センター

　　　　　　☎２２-４６９９

● 12 ～ 17 歳の人へ

　２回目を 10 月までに接種した人に、３回目用の接種券一体型予診票と案内を４月５日（火）に発送

しました。３回目はファイザー社ワクチンのみを使用します。

①インターネット予約▶

●４月の３回目接種の日程（４月１日現在）
医療機関名 モデルナ社ワクチン（18 歳以上）ファイザー社ワクチン（12 歳以上）

安田病院 4/8・4/9 4/15・4/16・4/22・4/23・4/30

馬場病院 4/7・4/8 4/14・4/16・4/21・4/23・4/28

呉共済病院忠海分院（16 歳以上） － 4/15・4/19・4/26

こうの医院 － 4/27

転入した時期 発送時期

令和４年３月まで ４月中旬

令和４年４月 ５月中旬

※接種記録の誤りや接種会場での登録が遅れてい

　る人は、 ３回目用の接種券一体型予診票が届か

　ない場合がありますので、保健センターまでお

　問い合わせください。

賀茂川中学校　表彰受賞

　３月 14 日（月）、「広島県教育賞」を受賞され

た吉名学園 亀井 伸幸 校長と「文部科学大臣優

秀教職員表彰」を受賞された同学園の 有松 浩司  

教諭 に高田教育長から表彰状を伝達しました。

　亀井校長は「YOSHINA 未来学」等コミュニ

ティ・スクールを活用して学校と地域が一体と

なった教育を行ったことから、有松教諭は ICT

活用教育における研究の実績から表彰されまし

た。受賞を心よりお祝い申し上げます。

「広島県教育賞・文部科学大臣優秀教職員表彰」
表彰伝達式

問い合わせ　総務学事課教育指導担当　

　　　　　　☎２２-７７５３

　賀茂川中学校が令和３年度広島空港「学びの拠

点プロジェクト」プロポーザル大会の日本語部門・

英語部門で最優秀賞を、また第 14 回キャリア教

育優良学校文部科学大臣表彰を受賞し、３月 24

日にそれぞれ授賞式、伝達式を実施しました。

　授賞式では最優秀賞を受賞した当日の日本語

部門・英語部門のプレゼンテーションを生徒が

発表し、伝達式では受賞を祝して作成した横断

幕も披露されました。

問い合わせ　総務学事課教育指導担当　

　　　　　　☎２２-７７５３

12 ～ 17 歳の優先予約期間 接種開始日

４月 11 日（月）午前９時～４月 18 日（月）午後５時 ４月 14 日（木）
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�'�ÿ�U�p�V�‡�b②竹原市新型コロナワクチン予約受付・相談ダイヤルへの電話

　☎０５０-３６２５-９５５５（平日・土 9：00 ～ 17：00）

　※予約や日程でお困りの人は、保健センターまでご連絡ください。

●１・２回目を接種後に竹原市へ転入した人へ

　１・２回目を接種後に竹原市へ転入した人で３回目が未接種の人は、市で接種記録を確認し、３回目

用の接種券一体型予診票を発送します。

※すぐに接種を希望する人は、１・２回目の接種記録が分かるものを添えて、保健センターへ申請してください。

●予約方法
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令和４年度に予定されている選挙
　今年度は、次のとおり任期満了を迎える議員の選挙が行われる予定です。

　みなさんの声を政治に届けるために、投票の準備を進めましょう。

※投票日時・場所は、公示（告示）日頃に郵送される、投票所入場券等でご確認ください

◆参議院議員　任期満了日　７月 25 日　　　◆竹原市議会議員　任期満了日　11 月 22 日　　

（参考　令和５年度）

◆広島県議会議員　任期満了日　令和５年４月 29 日

問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎２２-７７６４

会計年度任用職員（学校司書）募集
募集人数　1 人

応募資格　司書資格を有する人

勤務内容　

　①学校図書館の環境整備、蔵書管理、学校図書

　　館を活用した学習活動への支援、資料収集、

　　その他学校図書館に関して校長が必要と認め

　　る業務

　②市立竹原書院図書館との連携

　③各学校の読書ボランティアとの連携

任用期間　令和５年３月 31 日まで

　　　　　※再度任用する場合があります。

勤務条件

　①勤務日数　年間 120 日以内（1日 5時間以内）

　②勤務時間　９時 30 分から 15 時 30 分まで（12

　時から 13 時までは休憩時間）を原則としますが、

　学校の行事等の関係で変更する場合があります。

報酬　時給１，０３７円

申込方法　所定の申込書（総務学事課教育総務係に

　備え付け、または市ホームページからダウンロード）

　及び司書資格証明書の写しを提出してください。

申込期限　４月 22 日（金）

申し込み・問い合わせ

　総務学事課教育総務係　☎２２-２３２９

少人数でも楽しく活動しています！
　自主グループのうち、今回は竹原町の「ヤング丸子山」を紹介します。

　このグループは令和３年４月に発足。介護予防教室終了後、健康のためにみんなで頑張ろうと立ち上がっ

たグループです。リーダーは早稲田昭さん。メンバーのうち 2 人は幼なじみだったそうで、教室に参加し

た時に何十年ぶりかの偶然の再会をされたとのこと。とても素敵なエピソードを教えてくださいました。

介護予防自主グループについてのお問い合わせは、

健康福祉課介護福祉係（☎２２-７７４３）へ。

　「ヤング丸子山」

設立時期　令和３年４月

場所　丸子山会館

開催日時　毎週火曜日 14 時～ 15 時 30 分

登録者数　６人

参加者の年齢層　70 代～ 80 代の男女

　1 月から新型コロナウイルス感染症による蔓延防

止対策により活動が休止となり、この日は約２か月

ぶりの体操再開。集まったのは 4 人でしたが、「久

しぶりに集まれるけん楽しみにしとった」と、寒い

中、換気・マスク着用・アルコール消毒などの感染

対策をとって、和気あいあいと活動されています。
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国民健康保険税の税率を改正します 問い合わせ　税務課市民税係

　　　　　　☎２２-７７３２

※介護納付金分は 40 歳から 64 歳の人に課税されます。

◇医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分の合計額が、年間の保険税額です。

◇詳しくは７月初旬に送付する納税通知書に同封の「国民健康保険税について」で確認してください。

　改正の内容（令和３年度と令和４年度の税率比較）は次のとおりです。

区分 課税標準

令和３年度（改正前） 令和４年度（改正後）

医療給付費分
後期高齢者

支援金分

介護納付金分

※
医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

※

所得割額

( 被保険者の総所得

金額等－ 43 万円 ) ×

税率（％）

6.74% 2.50% 1.86% 6.58% 2.43% 2.10%

均等割額
被保険者数×税額

（円）
26,500 円 10,000 円 9,500 円 27,200 円 10,200 円 10,700 円

平等割額 一世帯あたり 18,800 円 6,800 円 4,600 円 18,100 円 6,500 円 5,200 円

　市税や各種料金等の納付方法を、新規で口座振替とされた人全員に「かぐや姫商品券 (市外の方に

はクオカード）1,000 円分」を進呈します。

　非対面による感染症の予防や納め忘れのない便利で確実な口座振替をこの機会にお申し込みください。

対象期間　

　４月１日（金）から８月 31 日（水）まで

対象科目　

　固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、

市県民税 ( 普通徴収 )、介護保険料、後期高齢者

医療保険料、住宅使用料、保育所保育料、保育

所副食費、水道料金、放課後児童クラブ保護者

負担金、共同墓地管理手数料、港湾施設使用料

対象者

　令和４年度において税金等の納付義務があ

り、期間中に新規で口座振替の申込みをされた

次のいずれにも該当しない人。

①既に登録している口座又は金融機関を変更した人

②税金や料金等に未納がある人

申込方法

　次の金融機関 (本店 ･支店 )の窓口で「口

座振替依頼書」により申し込んでください。

　広島銀行、ゆうちょ銀行、中国銀行

　もみじ銀行、呉信用金庫、広島市信用組合、

　三原農業協同組合、中国労働金庫

その他

　１度に２つ以上の科目をお申し込みいただ

いた場合や、期間中に再度他の科目をお申し

込みいただいた場合も、商品券の送付は１回

となります。商品券は 10 月以降に順次発送

いたします。

問い合わせ　

会計課　☎２２-７７５２

市税等の口座振替推進キャンペーンを実施します 問い合わせ　会計課

　　　　　　☎２２-７７５２
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10 月１日から一定以上の所得のある
後期高齢者医療被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります

※後期高齢者医療被保険者 ･･･75 歳以上の人（65歳～ 74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も含む）

　10 月１日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者は、現役並み所得者（窓口負担割合３割

の人）を除き、医療費の窓口負担割合が１割から２割に変わります。

窓口負担割合２割の対象かどうかは主に次の流れで判定します

　世帯の窓口負担割合が２割の対象かどうかは後期高齢者医療被保険者の課税所得（注１）や年金収入（注

２）をもとに、世帯単位で判定します。（令和４年 10 月から令和５年７月までの窓口負担割合は令和３年中

の所得等をもとに判定します。）

世帯に課税所得（注１）が 145 万円以上の後期高齢者医療被保険者がいるか

世帯に課税所得が 28 万円以上の後期高齢者医療被保険者がいるか

世帯に後期高齢者医療被保険者が２人以上いるか

「年金収入（注２）＋その他

の合計所得金額（注３）」の

合計が 200 万円以上か

「年金収入（注２）＋その他

の合計所得金額（注３）」の

合計が 320 万円以上か

世帯全員が

　　３割

世帯全員が

　　１割
１割 ２割

世帯全員が

　　１割

世帯全員が

　　２割

いる

いる

いない

いない

１人だけ ２人以上

いいえ いいえはい はい

注１　「課税所得」とは市県民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公

　　　的年金等控除等、所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）等を差し引いた後の金額）です。

注２　「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

注３　「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引

　　　いた後の金額のことです。

窓口負担割合が２割となる人には負担を抑える配慮措置があります

 令和４年 10 月１日から令和７年９月 30 日までの３

年間は、２割負担となる人について、窓口負担割合

の引き上げに伴う１か月の外来医療の負担増加額を

3,000 円までに抑えます（入院の医療費は対象外）。

　同月内に複数の医療機関を受診され、一時的に負担

増加額が 3,000 円を超えた場合は、3,000 円との差額

を払い戻します。

配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費と

して事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払

い戻します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】

（例）１か月の医療費全体額が 50,000 円の場合

窓口負担割合が１割のとき　① 5,000 円

窓口負担割合が２割のとき　② 10,000 円

負担増　③（②－①） 5,000 円

窓口負担増の上限　④ 3,000 円

払い戻し等　（③－④） 2,000 円

配慮措置

１か月 5,000 円の負担増を

3,000 円までに抑えます。

問い合わせ　市民課医療年金係　☎２２-７７３４


